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    《なかよく・かしこく・たくましく》 
 

令和３年 2 月 16 日（火）no.48  文責：上田 

 心のアンケート いじめの認知について 

  12 月初旬に熊本県下で『心のアンケート』が実施されました。いじめの認知、その後の

いじめ解消までの大まかな流れは、裏面の図のようになります。 

本校では、アンケート後の 12 月から 1 月にかけ、各学級で子どもと担任との教育相談

を行い、その後、校内生徒指導部会で、アンケート結果の一つ一つの事案について、今後の

対応も含め協議しました。いじめはどの子にも起こりうることで、いじめを漏れなく認知する

ことに努め、いじめの認知が多いことは教師の目が行き届いていることであるとの認識を持

つことが必要です。その上で、いじめの認知・解消に向けた取り組みをしなくてはならないと

考えています。(生徒指導部会でいじめの認知を考える際に使用した資料を裏面に掲載し

ますのでご一読ください。) 

  さて、次のような事例が、いじめの認知に関する文科省資料に示されています。この事例

は、いじめにあたると考えられますか? 

  体育の時間にバスケットボールの試合をした際、球技が苦手な B はミスをし、Aからミスを責められたり、

他の同級生の前でばかにされたりし、Bはとても嫌な気持ちになった。見かねた Cが「それ以上言ったらか

わいそうだよ」と言ったところ、A はそれ以上言うことをやめ、それ以来、B は Aから嫌なことをされたり言わ

れたりしていない。その後、Bはバスケットボールの練習にも取り組み、今では、Aに昼休みにバスケットボー

ルに誘われることを楽しみにしている。 

  「いじめ防止対策推進法」では、「いじめとは、…一定の人的関係にある他の児童生徒

が行う心理的及び物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含

む)であって、行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義されて

います。この定義に照らすと、本事例はいじめに該当すると考えられます。いかがでしょうか。

アンケート後の教育相談では、いじめについての子どもの受け止め方についても、いじめを

許さない態度を育てるという視点で指導をしています。 

  今回 12 月の本校アンケートによるいじめの認知件数は 15 件でした。今後も、いじめの

芽やいじめの兆候と言われる事案も含めたいじめの認知と、その後のいじめの解消に積極

的に取り組まなくてはならないと考えています。 

文科省の数年にわたるいじめ追跡調査では、「仲間はずれ、無視、陰口」をされた経験が

ある子どもが 9 割、「仲間はずれ、無視、陰口」をした経験がある子どもが 9 割という数値

もあります。いじめの未然防止と早期発見にご家庭のご協力をお願いします。 
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梅が満開となりました。6 年生の卒

業も近づいています。 



 

 


